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■本会議　議場で市政の動きを実感してみませんか？
◆議場には、一般傍聴席53席(車いす２席含む)が設けられています。市役所８階の傍聴席入り口
で、受付簿に住所・氏名などを記入すれば傍聴ができます。

■委員会　白熱した議論を間近に見るチャンスです！
◆原則として、全ての委員会を公開しています。傍聴席数は、各委員会とも一般用５席です。

議会  を傍聴しませんか
議会の傍聴は、生で市政の動きを知る絶好のチャンスです。
ぜひ一度、市役所に足を運んでみてください。

　《本会議・委員会》
● 先着８人の方に議案書・予算書・参考資料を貸し出ししています。
● 議員は、議会で定めた使用基準に基づき、利用届書を提出することにより、タブレットやパソコンの使
用を認めることとしています(傍聴者の使用は認めていません)。

● 聴覚障害のある方のために、手話通訳によって傍聴することもできます。議会事務局から戸田市社会
福祉協議会に対し手話通訳者の派遣依頼をいたしますので、早めにご来庁の日時をご連絡ください。

( 傍聴席から見た議場 ) ( 手話通訳者 )(８階：傍聴受付 )
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　みんな来てね！
「           市議会見学ツアー」議会を知っtoco

■目　　　的　　戸田市議会基本条例に規定する「議会広報活動の充実」の一環として、市
民に幅広く議会を知ってもらう契機となるよう、実施するものです。

■見学実施日　　原則として、窓口開庁日（日曜窓口を含む）に実施いたします。ただし、
本会議・委員会開催日を除くほか、他の議会行事等がある場合は、そちら
を優先させていただきます。

■申 込 方 法　　申込書を、持参またはメール、ファクスによりご提出ください。また、電
話でのお申し込みも可能です。

■見学の流れ　　申し込み受け付け（原則として、見学希望日の１週間前までにお願いいたします。）

　　

　　　　　　　　※ 議場で、市議会の仕組みなどについて、議会事務局職員より説明いたします。
少人数の場合は、案内をしながらの説明になる場合もあります。

■所 要 時 間　　15 分～ 30 分程度。

■事業開始日　　平成 27 年５月１日から開始しています。

■そ　の　他　　ご不明な点等がありましたら、議会事務局までお問い合わせください。
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